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「大丈夫」油断が招く「一大事」令和 7 年度  
安管・運管交通安全スローガン

発行所・発行人　岡山県安全運転管理者協議会連合会
岡山県運行管理者協議会連合会

〒709-2192　岡山市北区御津中山444‒3
岡山県運転免許センター 安全運転学校内  TEL（０８６）７２４‒４３６３
　　　定価１部77円(但し、会員の購読料は、会費に含めて徴収) 

　10月に入り、秋の行楽シーズンとなりました。山々が色づき始め、食べ物も美味しい季節です。
「スポーツの秋」ということで、いろいろな大会、イベントに車で出かける方も多いのではないでしょうか。
　そんな中、ちょっとした油断や不注意で交通事故を起こさないよう、次のことに注意しましょう。

　10月に入り、秋の行楽シーズンとなりました。山々が色づき始め、食べ物も美味しい季節です。
「スポーツの秋」ということで、いろいろな大会、イベントに車で出かける方も多いのではないでしょうか。
　そんな中、ちょっとした油断や不注意で交通事故を起こさないよう、次のことに注意しましょう。

行楽期の交通事故防止行楽期の交通事故防止
令和7年10月1日水～11月30日日まで期間

No. 633

2 0 2 5

◎無理のない計画を立てる！
◎全席シートベルト・チャイルドシート着用！
◎夕暮れ時の早めのライト点灯と夜間のハイビームの活用！
◎歩行者・自転車は、自分の存在をアピール！
　　目立つ色の服装で、反射材を着用しましょう！
　　自転車に乗車する際は、ヘルメットを着用しましょう！
◎交通ルールを守りましょう！
◎横断歩道は歩行者優先！
◎飲酒運転根絶！
　　飲酒運転を絶対に「しない・させない・許さない」
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栄光 の表 彰
　多年にわたり、交通安全のために献身的な尽力をし、交通事故の防止と交通秩序の確立に顕著な功労があった方並びに
事業所が、去る９月２４日（水）、おかやま未来ホールにおいて表彰を受けられましたのでご紹介いたします。（敬称略　順不同）

藤　原　　　清 上道運輸㈱　　　　　　　　　（岡山東） 以上1名

増　永　雅　嗣 （前）岡山県安全運転管理者協議会連合会会長　（備前） 以上1名

荒　木　政　隆 山﨑プラント㈱水島営業所　 　　（水島） 重　広　　　毅 高梁自動車学校　　　　　　　　（高梁）

西　岡　安　彦 特別養護老人ホームグリーンピア瀬戸内　（玉島） 森　山　博　志 森山建設㈱　　　　　　　　　　（津山）

赤　木　公　平 赤木建設㈱　　　　　　　　　　 （高梁） 以上5名

菅　﨑　仁　美 公益社団法人岡山県看護協会岡山訪問看護ステーション看護協会（岡山中央） 毛　利　知　義 ㈱岡山木村屋　　　　　　　　 　（倉敷）

浦　川　泰　則 DOWAエレクトロニクス岡山㈱（岡山南） 平　井　　　始 ㈲菓子処ひらい　　　　　　　 　（玉島）

川　嵜　義　高 CUC㈱　　　　　　　　　　　　 （児島） 村　松　幸　男 ㈱村松木工所　　　　　　　　 　（真庭）

大　内　　　明 日新被服㈱　　　　　　　　　 　（児島） 廣　野　貴　大 ㈱廣陽本社　　　　　　　　　　 　（津山）

上　藤　是　人 矢崎部品㈱新見工場倉敷BF　　　（倉敷） 柴　田　義　弘 ㈱中西工業所　　　　　　　　 　（津山）

岩　﨑　信　幸 酒津商事㈱　　　　　　　　　　 （倉敷） 以上11名

㈱天満屋岡山本店　　　　　　　　　　　　 　（岡山中央） 熊野建設㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新見）

水島プレス工業㈱　　　　　　　　　　　　 　　　（倉敷） アサヒ防災工事㈱　　　　　　　　　　　　　　　（美咲）

以上4事業所

セキスイハイム中四国㈱岡山支店　　　　　 　（岡山中央） 児島安全運転管理者協議会　　　　　　　　　　　 （児島）

㈱トヨタレンタリース岡山本社　　　　　　　 　（岡山南） 笠岡安全運転管理者協議会　　　　　　　　　　 　（笠岡）

ネッツトヨタ岡山㈱　　　　　　　　　　　　　 （岡山南） 以上5団体

中国四国管区警察局長・中国五県交通安全協会長連名表彰

岡山県警察本部長・一般財団法人岡山県交通安全協会長連名表彰

一般財団法人全日本交通安全協会長表彰（交通栄誉章「緑十字銅章」）

交通安全功労者

交通安全功労者

優 良 事 業 所

優 良 団 体 

優良安全運転管理者

優良安全運転管理者

（　）協議会名
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特集⑦ 交通ルールの基礎知識
（～自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用～）
自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正

する法律」が令和８年４月１日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わりま
す。自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の人が自転車で一定の交通違反
をした場合、「青切符」を導入することとなりました。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全
な利用のための「指導警告」や「青切符」、「赤切符」等による処理が行われます。

◆自転車安全利用五則（自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルール）
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
➁ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用（努力義務）

①

③ ④ ⑤

反則行為 根拠条文(道路交通法) 反則金の額

通行区分違反(歩道通行・右側通行等) 法第17条第1項、2項、
4項、6項、第18条第1

6,000円

通行禁止違反(一方通行の逆走、歩行者専用道路) 法第8条第1項 5,000円

歩道徐行義務違反(歩道通行の際、歩行者がいる場合) 法第63条の4第2項 3,000円

横断歩行者等妨害等 法第38条第1項、第2項 6,000円

並進禁止違反 法第19条 3,000円

信号無視 法第７条 6,000円

徐行場所違反 法第42条 5,000円

指定場所一時不停止 法第43条 5,000円

交差点優先車妨害 法第37条 5,000円

交差点安全進行義務違反 法第36条第4項 6,000円

携帯電話使用等（保持） 法第71条第５号の5 12,000円

踏切不停止等 法第33条第1項 6,000円

遮断踏切立入り 法第33条第2項 7,000円

自転車制動装置不良 法第63条の9第1項 5,000円

安全運転義務違反 法第70条 6,000円

軽車両乗車積載制限違反(二人乗り禁止) 法第57条第2項 3,000円

公安委員会遵守事項違反
(イヤホンをしながらの運転、傘さし運転)

法第71条第6号 5,000円

無灯火 法第52条第1項 5,000円

ほかほか

道路交通法上、自転車が対象とされている主な反則行為

➁ ➁

信号無視 一時不停止

無灯火

飲酒運転

歩道 車道 歩道

ヘルメット着用

自転車
の通行
場所

自転車の指導取締りの基本的考え方

検　挙

交
通
違
反
の
認
知

悪質・危険な違反行為

（例）・スピードを出して歩道を通行
　　・16歳未満の者による違反

（例）・酒酔い運転・酒気帯び運転
　　・違反により実際に交通事故を発生させる

（例）・スマホを持って画像を注視したり、通話をする
　　 ・信号無視で交差点に進入し、他の車両に急ブレーキを
　　　かけさせる

指導警告

検　挙

自転車の指導取締りの基本的考え方→
青切符の導入前後で変わらず

重大な違反や事故を起こしたとき
→　刑事手続　　

16歳以上の者による反則行為
→　青切符　　

青切符の導入で変わるのは
検挙後の手続

違反の内容 根拠条文(道路交通法) 罰則

酒酔い運転 法第65条第1項
5年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金

酒気帯び運転 法第65条第1項
3年以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金

妨害運転(著しい交通の危険) 法第117条の2第1項第4号 5年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金

妨害運転(交通の危険のおそれ) 法第117条の2の2第1項第8号 3年以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金

携帯電話使用等（交通の危険） 法第７１条第５号の5
1年以下の拘禁刑又は
30万円以下の罰金

救護措置義務違反 法第７2条第1項前段
1年以下の拘禁刑又は
10万円以下の罰金

事故不申告 法第７2条第1項後段
３月以下の拘禁刑又は
5万円以下の罰金

刑事手続によって処理される主な重大な違反
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安全運転・運行管理者選任事業所の人身交通事故 令和７年８月末現在（暫定数値）

※　人身事故件数は、選任事業所が第１当事者となった事故の件数をいう。
※　死者数・負傷者数は、その事故によって死傷した人数をいう。

区　　分 人身事故件数 死　者　数
負傷者数

重　　傷 軽　　傷 計

県
下
の
全
事
故

令和７年 3,086 25 397 3,162 3,559

令和６年 3,113 33 372 3,147 3,519

増
減

数 -27 -8 25 15 40

率 -0.9% -24.2% 6.7% 0.5% 1.1%

安 

管 

事 

故

令和７年 271 2 31 281 312

令和６年 219 1 24 217 241

増
減

数 52 1 7 64 71

率 23.7% 100.0% 29.2% 29.5% 29.5%

運 

管 

事 

故

令和７年 88 2 11 97 108

令和６年 99 2 12 94 106

増
減

数 -11 0 -1 3 2

率 -11.1% 0.0% -8.3% 3.2% 1.9%

2017年10月号

秋の行楽シーズン

道順や交通状況をよく調べて
計画的に。 こまめに

休憩しよう！

全ての座席のシートベルト・
チャイルドシートの着用を確認しよう。

安全運転を心がけ、
楽しい休日を過ごしましょう。

家族でお出かけの
機会も増えてきます。

OK！
出発！

交通場面のイラストに基づいて、いくつかの
危険を指摘してみましょう。

★状況
・夜間、片側一車線道路を走行しています。
・ヘッドライトが明るい対向車が接近してきています。
・あなたは、このまま直進しようとしています。

Ｑ�１　どのような危険がありますか？  

夜間、対向車の通過直後の注意点

※解答は６ページに掲載します。

Ｑ�２　どのような運転をしますか？
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罪

　

そ
の
日
は
友
人
か
ら
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の

誘
い
を
受
け
、
次
の
日
が
仕
事
に
も
関
わ

ら
ず
夜
の
11
時
頃
か
ら
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
に

参
加
し
ま
し
た
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
買
い

出
し
の
際
に
缶
ビ
ー
ル
を
取
ろ
う
と
し
た

時
、
友
人
の
一
人
か
ら
「
飲
酒
運
転
を
し

た
ら
誰
に
迷
惑
を
か
け
る
か
わ
か
っ
て
い

る
の
か
」
と
止
め
て
く
れ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
飲
酒
運
転
が
常
習
化
し
て
い
た
私
は

そ
の
忠
告
が
耳
障
り
で
、「
大
丈
夫
、
大

丈
夫
」
と
適
当
に
受
け
流
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
後
は
友
人
を
カ
ラ
オ
ケ

店
ま
で
送
り
、
翌
朝
遅
刻
し
な
い
よ
う
に

仕
事
現
場
の
前
に
あ
る
ス
ー
パ
ー
の
駐
車

場
で
仮
眠
を
取
ろ
う
と
車
を
走
ら
せ
ま
し

た
。
飲
酒
運
転
を
し
て
い
て
危
険
極
ま
り

な
い
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
更
に
タ
バ
コ

を
片
手
に
携
帯
で
友
人
と
電
話
を
し
な
が

ら
運
転
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
途

中
の
路
上
で
座
っ
て
い
た
被
害
者
様
に
気

付
く
こ
と
が
で
き
ず
に
事
件
を
起
こ
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

最
初
は
何
が
起
き
た
の
か
分
か
ら
ず
、

確
認
す
る
た
め
現
場
に
戻
り
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
被
害
者
様
が
倒
れ
て
い
て
、
傍
ら

に
い
た
方
が
私
に
向
か
っ
て
怒
鳴
っ
て
い

ま
し
た
。「
今
飲
酒
運
転
が
バ
レ
る
と
更

に
お・
・
・
・

お
ご
と
に
な
る
…
こ
れ
は
夢
だ
…
」

と
目
の
前
の
地
獄
の
様
な
状
況
が
恐
ろ
し

く
な
り
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
ス
ー
パ
ー
の
駐
車
場
ま
で
逃
げ

た
も
の
の
気
が
気
で
は
な
く
、「
き
っ
と

夢
。
一
応
次
の
日
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
ら
、

出
頭
し
よ
う
…
」
と
支
離
滅
裂
な
こ
と
を

考
え
な
が
ら
寝
ま
し
た
。
そ
し
て
目
が
覚

め
る
と
警
察
に
囲
ま
れ
て
い
て
、「
自
分

が
何
を
や
っ
た
か
、わ
か
っ
て
い
る
の
か
」

と
言
わ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
人
を
轢
い
た

こ
と
を
認
め
、
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
被
害

者
様
は
小
学
１
年
生
と
３
年
生
の
ま
だ
幼

い
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
母
様
で

し
た
。

　

留
置
所
や
拘
置
所
に
面
会
に
来
て
く
れ

た
父
の
非
常
に
疲
れ
た
顔
、
情
状
証
人
に

立
っ
て
く
れ
た
雇
用
主
と
父
の
姿
に
心
が

痛
み
、
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
時
に
初
め
て
「
自
分
は

何
て
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」

と
自
分
の
罪
の
重
さ
を
理
解
し
ま
し
た
。

　

私
の
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
、
被
害
者
様

の
人
生
を
奪
い
、
被
害
者
御
遺
族
の
方
々

か
ら
大
切
な
人
を
奪
い
、
傷
つ
け
、
家
族

に
も
肩
身
の
狭
い
想
い
を
さ
せ
、
勤
め
て

い
た
会
社
に
も
信
用
を
失
わ
せ
る
大
変
な

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
、
多
く
の
人
々
を

不
幸
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

御
遺
族
の
方
々
は
深
く
心
を
閉
ざ
さ
れ
、

面
会
も
し
て
い
た
だ
け
ず
、
直
接
の
謝
罪

も
手
紙
も
渡
す
こ
と
も
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

示
談
も
成
立
し
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　

刑
事
裁
判
で
は
、
過
失
運
転
致
死
ア
ル

コ
ー
ル
影
響
等
発
覚
免
脱
の
罪
で
懲
役
３

年
の
判
決
を
受
け
ま
し
た
。
飲
酒
運
転
を

し
た
挙
句
、
現
場
か
ら
逃
走
し
て
被
害
者

様
を
見
殺
し
に
し
、
私
の
や
っ
た
事
は
殺

人
と
変
わ
ら
ず
、
御
遺
族
の
方
々
が
こ
の

内
容
に
納
得
で
き
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

飲
酒
運
転
は
何
も
生
み
ま
せ
ん
。
生
む

の
は
不
幸
だ
け
で
す
。
ハ
ン
ド
ル
を
握
る

と
い
う
こ
と
は
通
行
人
、
同
乗
者
、
周
囲

の
方
々
の
命
を
握
っ
て
い
る
の
と
同
じ
だ

と
い
う
自
覚
が
私
に
は
あ
ま
り
に
も
足
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

逮
捕
さ
れ
た
当
初
の
私
は
、「
路
上
に

座
っ
て
い
た
の
が
悪
い
、
自
分
は
悪
く
な

い
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
飲

酒
運
転
さ
え
し
な
け
れ
ば
路
上
の
被
害
者

様
に
気
付
き
、
事
件
を
起
こ
さ
ず
に
済
ん

だ
か
も
し
れ
な
い
。
最
悪
で
も
逃
げ
ず
に

救
護
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
か
も

し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
現
在
、
市
原
刑
務
所
に
服
役
し
て

い
ま
す
が
、
刑
期
が
終
わ
れ
ば
全
て
終
わ

る
の
で
は
な
く
、
刑
期
が
終
わ
っ
て
か
ら

本
当
の
始
ま
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

社
会
復
帰
後
も
被
害
者
御
遺
族
や
自
身

の
家
族
、
支
え
て
く
れ
る
人
達
を
こ
れ
以

上
傷
付
け
な
い
よ
う
、
被
害
者
御
遺
族
の

気
持
ち
を
尊
重
し
、
少
し
で
も
安
心
し
て

も
ら
え
る
よ
う
尽
く
し
て
生
き
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
注
）
一
般
財
団
法
人

�

東
京
都
交
通
安
全
協
会
発
行

　
　
　
「
贖
い
の
日
々
」

　
　

︱ 

交
通
事
故
の
悲
劇
を
繰
り

　
　
　
　

返
さ
な
い
た
め
に
︱
か
ら
転
載

　
　
　
　
　

無
断
転
載
を
禁
止
し
ま
す
。　

⃝

（
参
考
）
令
和
7
年
6
月
1
日
か
ら
懲

　

役
・
禁
錮
が
廃
止
さ
れ
拘
禁
刑
が
創
設

　

さ
れ
ま
し
た
。

建
設
業
（
20
代
）

あ
が
な

交通事故受刑者の手記

贖
あがな

いの日々
YouTubeでも
配信しています

（作成者：東京都交通安全協会）
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　８月 26 日（火）、岡山東安全運転管理者協議会（会長 松本俊成氏）と岡山東運行管理者協議会（副会
長 延原寛紀氏）は、岡山東交通安全協会（会長 岡山東運行管理者協議会会長兼務 藤原清氏）、岡山東交
通警察協助員会（仲原隆氏）らとともに、岡山県立西大寺高等学校（自転車ヘルメット着用推進モデル
校）へ自転車用ヘルメット７個を協力団体とともに無償で贈呈しました。
　同校は、登下校時の自転車ヘルメット着用モニター及び自転車ヘルメット着用推進 PR アンバサダーと
して７名の学生を選定し、❝西大寺兜組❞第１期始動メンバーとして「自転車通学の高校生にヘルメット」を
スローガンに積極的に PR 活動を推進することとしている。第２期、第３期と学生を公募し学校全体とし
て「自転車通学時にヘルメットを着用するのが当たり前！！」と機運を高めることとしている。

　【贈呈式及び西大寺兜組結成式の状況】 【校内での着用状況】

岡山東安全運転管理者協議会・岡山東運行管理者協議会の活動

●特別協力団体　様
　　　岡山県自転車商協同組合 岡山東支部、OGK Kabuto（自転車ヘルメット製造メーカー）
　ご協力ありがとうございました。

自転車用ヘルメットの寄贈式～自転車用ヘルメット着用推進リーダーズ❝西大寺兜組❞始動

危
険
予
知
訓
練
を
実
施
し
よ
う（
解
答
）

危
険
予
知
訓
練
を
実
施
し
よ
う（
解
答
）

夜間、対向車の通過直後の注意点
４
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
危
険
予
知
訓
練
の
解
答
は
次
の
と
お
り
で
す
。

Ｑ１　どのような危険がありますか？
解答　
〇　対向車のヘッドライトで目がくらんで前方が見えにくくなる。
〇　対向車の後ろを歩行者が道路を横断してくる。

Ｑ２　どのような運転をしますか？
解答　
〇　対向車のヘッドライトでまぶしさを感じるときには視力が低下してい
　ます。対向車の後方は暗くて見えない死角となっています。
〇　歩行者から見ると、左から走行してくる車のヘッドライトが見えている
　ので、運転者から歩行者が見えていると錯覚しています。また、歩行者は、
　近づいてくる車の距離や速度が正しく読めていません。
〇　対向車の後ろを横断する歩行者を予測し、安全な速度に減速して走
　行しましょう。

　

夜
間
、
対
向
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
ま
と
も
に
目
に
入
れ
る
と
、
目
が
く
ら
ん
で
見
え
な
く
な
り
ま
す
。

目
に
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
対
向
車
の
後
ろ
を
歩
行
者
が
横
断
し
て
く
る
危
険
も
予
測
し
て
、

す
れ
違
う
と
き
に
は
速
度
を
十
分
に
落
と
し
て
、
も
し
、
歩
行
者
が
横
断
し
て
い
た
と
し
て
も
避
け
ら
れ

る
よ
う
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
こ
に
気
を
つ
け
よ
う
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　令和7年9月19日（金） 、岡山県庁前広場において開催の「令和7年 秋の交通安全県民運動」推進大会に、
岡山県安全運転管理者協議会連合会（会長 森 陽一郎氏） と岡山県運行管理者協議会連合会（会長 伊賀 資
耕氏）が両連合会を代表して出席しました。
　主催者の岡山県知事のあいさつ、交通安全啓発資材の寄贈、岡山県警察音楽隊の演奏が披露されました。
9 月 21 日（日）から 9 月 30 日（火）の 10 日間、各地区でも、出発式や様々な行事が行われました。

　令和 7 年 9 月 4 日（木）、5 日（金）の二日間、岡山県安全運転管理者協議会連合会（会長 森 陽一郎氏）
と岡山県運行管理者協議会連合会（会長 伊賀 資耕氏） は、岡山県警察と令和 7 年度の共同開催事業とし
て、同連合会傘下の事業所従業員に対する交通安全意識の高揚と運転技術のレベルアップを図ることを
目的とした「安管・運管セーフティスクール」を開催しました。
　本スクールは、岡山県安全安心教育講師団から内匠雄彦氏、一般社団法人日本自動車連盟岡山支部から
中田泰宏氏他 2 名の講師をお招きし、岡山県運転免許センターにおいて、参加・体験・実践型の講習を開
催しました。
　講習では、内匠講師から「『安全』に最も大切なこと -KYT の重要性 -」 と題した講演、岡山県警察本部交
通部交通企画課から「県下の交通事故発生状況等」 の講義の後、特殊訓練コースでの車両を使用しての「正
しい乗車姿勢」、「危険回避のための急制動訓練」、「パイ口ンを利用してのスラローム走行訓練」等を受講・
体験しました。　

令和7年 秋の交通安全県民運動推進大会

【参加者の状況】

岡山県安全運転管理者協議会連合会
会長 森　陽一郎氏の挨拶の状況

岡山県安全安心教育講師団講師
内匠 雄彦氏の正しい乗車姿勢等の講習
状況

岡山県運行管理者協議会連合会
副会長 赤田　博文氏の挨拶の状況

岡山県警察本部交通部交通企画課
課長 清水　竜司氏の挨拶の状況

岡山県安全安心教育講師団講師
内匠 雄彦氏による危険回避のための
急制動訓練の状況

日本自動車連盟 JAF 岡山支部
JAF 公認セーフティアドバイザー
講師 中田 泰宏氏他によるパイロンを
利用してのスラローム走行訓練の状況

【主催者のあいさつ】 【交通安全資器材の寄贈】 【白バイ隊の出発】

第22回 安全運転管理者・運行管理者セーフティスクールの開催
～参加・体験・実践型交通教室～
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※　岡山県安全運転管理者協議会連合会・岡山県運行管理者協議会連合会のホーム　
　ページには、機関紙「安全運転」のバックナンバー、最新号が確認できます。

機関紙「安全運転」12月号から
懸賞付き交通安全クイズを
出題予定です。  
　乞うご期待ください。

ID：anzenunten
パスワード：driver

★パソコンでの登録用URL https://okym-ankan-unkan.gr.jp/regist/
★スマートフォンでの登録用QRコード

機関紙「安全運転」は来月号よりメール配信に移行します。
来月号より郵送を順次廃止していきます。

※ 下記パソコン登録用URL又はスマートフォン登録用QRコードによりメール登録してください。

【令和８年度　安管・運管交通安全スローガン応募用紙】
 キ リ ト リ　

　安全運転管理者選任事業所並びに運行管理者選任事業所の従業員の交通安全意識の高揚を図ることを
目的に交通安全スローガンを募集します。今年も多数の応募をお待ちしております。

令和７年７月１日から11月30日まで募集期間

運転者（同乗者を含む）へ呼びかけるもの（自作、未発表のもの）
・運転マナーの向上　　・飲酒運転の根絶　　・シートベルト等着用率向上　　・交通秩序回復等
・横断歩道は歩行者優先　　・早めのライト点灯　

募集部門

安全運転管理者選任事業所並びに運行管理者協議会選任事業所の従業員応募資格

下記応募様式または、連合会ホームページから応募（右QRコード）応募方法

・最優秀のスローガンは、機関紙「安全運転」の表紙下部に、令和８年４月から令和９年2月号まで掲載します。
 ・最優秀賞・優秀賞・安管特別賞・運管特別賞・佳作に入賞された方は、スローガン・事業所名・お名前を4月号の「安全運転」に公表させていただきます。
・入賞者のスローガンは、両連合会の交通安全活動などにおいて使用させて頂く場合がございます。

発　　表

・最優秀賞　１点（5,000円分）　　　・優秀賞　　２点（3,000円分）　　　・安管特別賞１点（2,000円分）　
・運管特別賞１点（2,000円分）　　　・佳作　　　 ５点（1,000円分）
※最優秀賞・優秀賞には、賞状があります。副賞は商品券です。

賞

〒709-2192　岡山県岡山市北区御津中山444-3　岡山県運転免許センター安全運転学校内
　　　　　　　岡山県安全運転管理者協議会連合会、岡山県運行管理者協議会連合会事務局
　　　　　　　電話番号・FAX（086）724-4363
　　　　　　　Mail : okayama.ankan.unkan.rengoukai@gmail.com
　　　　　　　※Mail、FAX、郵送または所轄の警察署交通課経由で送付

送り先・問い合わせ先

参　　考 令和７年度安管・運管交通安全スローガン最優秀作品「大丈夫」油断が招く「一大事」
・応募作品多数の場合は、事業所名、事業所所在地、連絡先電話番号等必要事項をご記入の上、応募者の氏名、スロー
　ガンは、別紙に記載して応募をお願いします。

応募様式

令和８年度
安管・運管 交通安全スローガン募集！

事 業 所 名

事 業 所 所 在 地
〒　　　ー 電話
岡山県 担当者

区分 応 募 者 氏 名 ス　ロ　ー　ガ　ン
１
２
３


